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高齢者虐待防止法 Ｈ１８．４．１～
（高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律）

「高齢者虐待」とは、65歳以上の高齢者に対して

・養護者（高齢者を※現に養護している家族、親族、同居人等）

・養介護施設従事者等（介護サービス事業や養護施設、介護施設の職員等）

が行う次の行為を規定しています。

※「現に養護している」とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理
など、高齢者の日常生活に必要な行為を管理したり、提供することを指します。

・ただし、65歳未満の者で養介護施設等を利用する障害者は「高齢者」とみなして養介護施設従
事者等による虐待に関する規定を適用



（参考）障害者虐待における虐待防止法制の対象範囲

※１ 養護者への支援は、被虐待者が18歳未満の場合でも必要に応じて障害者虐待防止法も適用される。なお、配偶者から暴力を受けている場合は、DV法の対象にもなる。
※２ 放課後等デイサービスのみ
※３ 小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関等（児童福祉法第33条の10）
※４ 児者一体で運営されている施設においては、児童福祉法に基づく給付を受けている場合は児童福祉法、障害者総合支援法に基づく給付を受けている場合は障害者虐待防止法の対象になる。
※５ 令和４年の精神保健福祉法改正により、令和６年４月から、精神科病院における業務従事者による障害者虐待については精神保健福祉法の対象となっている。



高齢者虐待の５つの類型

虐待は一つの種類が

単発で発生するとは限らず、

複数の虐待が同時に

行われている場合があります 本人の性的指向・ジェンダーアイデン
ティティに関する侮辱的な言動を行う



養介護施設の設置者、養介護事業者における責務
(高齢者虐待防止法第２０条)

【高齢者虐待防止のための措置】

⚫虐待の未然防止・早期発見に向けた取組の推進

⚫管理職・職員の研修、資質向上 施設・事業所全体での取組が重要

⚫開かれた組織運営 風通しの良い組織運営を図る

⚫利用者や家族からの苦情処理体制の整備

⚫組織・運営

養介護施設従事者等による高齢者虐待は、背景に組織・運営面における課題があると考えるこ

とが重要



虐待の未然防止･早期発見に向けた取組

⚫虐待防止検討委員会の開催

⚫虐待防止のための指針の整備

⚫虐待防止のための定期的な研修の実施

⚫担当者の設置

※対象：有料老人ホームを含む全ての介護サービス施設・事業者

※令和６年４月より義務化



市町村に通報

（鹿児島認知症支援室・谷山支所福祉課・長寿あんしん相談センター）

養介護施設従事者等の通報義務
(高齢者虐待防止法第２１条)

虐待を受けたと思われる高齢者を発見したら

通報者の保護
(同法第２１条)

•守秘義務との関係

秘密漏示罪や守秘義務違反に問われることはない。

•不利益取扱いの禁止

通報したことによる不利益な扱いを受けない。
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